
支部懇談会

日 時 ： 令和７年11月12日(水) 13：00～14：00

場 所 ： 天王寺納税協会 ３階 会 議 室
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支部長 挨拶
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税務署長 挨拶



１ 新年研修会について

２ 中高生による税の作文コンクールについて

３ 令和７年分所得税確定申告期における税務相談について

４ 税務署における税理士掲示板の取扱いについて

５ その他
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支部提案議題



天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

１ 広報活動

⑴ 天王寺区民まつり

令和７年10月19日（日）12：00～ 場所五条公園グランド

「税の啓発コーナー」の出店

⑵ 上本町における街頭キャンペーン

令和７年11月11日（火）14：30～

２ 事業者のデジタル化の推進について

別添１「事業者のデジタル化促進に取り組んでいます！」
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天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

３ 租税教育関係について

天王寺支部に租税租税教育推進に係る大阪国税局長表彰が決定

総務課長と租税教育担当税理士が協力して中学校の教室開催を勧奨

（10月17日、10月20日、11月６日、11月13日）

４ 税の作文の表彰及び作文表彰式の開催について

・ 近畿税理士会天王寺支部長賞（高校及び中学各２編）の授与

【参考（括弧はＲ６）】中学生：1,510編（1,488編）、高校生：976編（1,058編）

・ 税の作文表彰式：12月11日（木）15：00(天王寺区役所講堂)

支部長 ： プレゼンテーター

支部役員 ： 来賓

・ 租税教育推進に係る局長表彰の授与
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天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

５ 税理士掲示板における税理士情報について

国税庁と日税連の協議事項及び所有者が不明である現状を踏まえ・・・

➢ 税務署及び税理士会支部共用で税務行政及び税理士会活動に係る

各種施策等を広報する掲示板として利用（案）

【現在の状態】
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

１ キャッシュレス納付の利用拡大について

国税の納付方法においては、令和７年度までにキャッシュレス納付割合を50％とすること

を目指しております。利便性の高い以下のキャッシュレス納付についての積極的な利用勧奨

をお願いいたします。（別添２ 国税も！地方税も！キャッシュレス納付！）

〇 ダイレクト納付

☞ 源泉所得税の毎月納付がある方におすすめ

〇 振替納税

☞ 所得税の確定申告等を毎年される方におすすめ

〇 インターネットバンキング等による納付

☞ e-Taxで申告されている方におすすめ

〇 クレジットカード納付

☞ 事前登録不要、クレジットカードを利用されている方におすすめ

〇 スマホアプリ納付

☞ Pay払いを利用されている方におすすめ
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
２ 納税証明書はスマホで請求・受取できます！

納税証明書（ＰＤＦ）は、お手持ちのスマートフォン等からe-Taxを使って、簡単に

請求から受け取りまでできますので、是非ご利用ください。

☞ いつでもどこでもスマホで完結！

☞ 手数料がお得！（1税目1年度あたり370円）

☞ 期間内であれば何度でも印刷・使用可能！
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３ 申告所得税予定納税第２期分の納期限等について

申告所得税予定納税第２期分の納期限・振替納税日は、令和７年12月１日（月）と

なっております。

関与先の期限内納付につきまして、ご指導をよろしくお願いいたします。

なお、減額申請の期限は、11月17日（月）です。
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〇 期限内納付に向けた納付指導
適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るため、関与先の皆様に納期限の

周知及び期限内納付に向けた納付指導をお願いします。

天王寺税務署からの連絡事項（徴収部門）

課税期間当初から期中 確定申告前

中間申告や予定納税など、計画的
な納税資金の準備についてご指導を
お願いします。
⇒ 便利な予納ダイレクトをご案内

ください。

早めに納税額をお伝えの上、期限
内納付のご指導をお願いします。
⇒ 振替納税、ダイレクト納付など、

便利な納税手段をご案内ください。

(別添３)「税理士の皆様へ 期限内納付に向けたご指導をお願いします！」

(別添４)「消費税の期限内納付のために、計画的な納税資金の積立てを！」



天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について

・ 確定申告会場

場 所 ： 天王寺税務署 ２階大会議室

日 時 ： 令和８年２月1６日（月）～令和８年３月1６日（月）

相談受付 ： ９時～16時

（入場整理券方式（一部LINEによる事前発行あり）

・ 税理士支部独自事業（税務支援）

場 所 ： 天王寺納税協会３階会議室

日 時 ： 令和８年２月12日（木）～令和８年２月20日（金）
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について（続き）

・ 期前来場案内【予定】

概 要 ： 昨年、来署してパソコンで申告書を作成した者の一部を対象

として、スマホ専用の会場に来場案内

場 所 ： 天王寺税務署 ２階大会議室

日 時 ： 令和８年２月９日（月）、10日（火）

・ 閉庁日対応

詳細が分かり次第、情報共有
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

２ 自宅等からのe-Taxの更なる推進

・ 書かない×確定申告（別添５）

スマホとマイナンバーカードを使用してe-Tax送信

令和７年１月から、贈与税の申告書も確定申告書作成コーナーで作成可能

e-Taxがスマホ用電子証明書に対応（Androidのみ）

・ 確定申告はマイナポータル連携で自動入力
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

３ 法定調書のe-Taxによる提出のお願い（別添６）

・ 事業主が給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると…

従業員が所得税の確定申告書を作成する際、マイナポータル連携すること

で、源泉徴収票の内容を自動入力（500万円以下の源泉徴収票も対象）

・ 令和９年１月１日以降、市区町村に給与支払報告書を提出した場合は、税務

署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる（令和５年税制改正）

４ 調査等におけるオンラインツールの利用について（別添７）
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門（資産））

４ 相続税e-Taxの利用件数

５ 相続税e-Tax利用のお願い（別添８）
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天王寺税務署からの連絡事項（法人課税部門）

１ 所得税の基礎控除の見直し等について（令和７年度税制改正）

・ 令和７年分年末調整について

源泉徴収義務者の方に、年末調整に関する用紙と各種情報を掲載した

リーフレット（別添９）を送付

・ 年末調整説明会開催（天王寺納税協会）

令和７年11月21日(金)、25日(火)

２ 年末調整手続きの電子化について

別添10「年末調整手続の電子化で業務の効率化」
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天王寺税務署からの連絡事項（法人課税部門）

３ 源泉所得税のキャッシュレス納付について

別添11「源泉所得税の納付体験コーナー」

４ 添付書類も含めたe-Tax（ALL e-Tax）の推進について

別添12「法人税の電子申告は４社に３社がALL e-Taxです！！」

５ インボイス制度に関する周知について

別添13「インボイス制度に関する周知について（周知依頼）」
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e-Tax FAQ

e-Tax
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e-Tax 0570-01-5901
9 00 17 00 12 29

7000012050002
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源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました

事前準備不要 何度でも操作可能 操作確認⽤に
パソコンやスマートフォンが
あれば今すぐお試しいただけ
ます。
e-Taxの操作性を気軽に体験
することができます。

デモ操作ですので、ミスを気
にすることなく、利⽤できま
す。
パソコンの操作が苦手な方で
も、安⼼して利⽤できます。

デモ操作の画面を確認しなが
ら、実際のe-Taxの操作を⾏
う使い方もできます。

e-Taxによるキャッシュレス納付の利便性をぜひご体験ください

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作
を⽤いて、徴収高計算書の作成・送信・納付手続を体験できるデモ操作ツールです。

源泉所得税の
キャッシュレス
納付体験コー
ナーはこちら

※体験できる機能は一部のみ

令和７年３ 法人番号 7000012050002

国税庁
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こちらから 
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課 軽 １ - 1 1 5 

令和７年 10 月８日 

日本税理士会連合会 

  会長 太田 直樹 様 

国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室  

                             室長 鎌田 絢子  

 
インボイス制度に関する周知について（周知依頼） 

 

 平素から、税務行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

インボイス制度について、改めて周知いただきたい事項をまとめましたので、各税理士会及び各

支部並びに税理士の皆様へ周知いただくとともに、税理士の皆様から顧問先の方々への周知にもご

協力を賜りますようお願いいたします。 

 

１．２割特例を適用できない課税期間及び簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例 

インボイス制度における小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（いわゆる「２割特例」）

につきましては、例えば、基準期間における課税売上高が１千万円を超える課税期間などは適用を

受けることができません。 

なお、２割特例の適用を受けた方が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間の申告において簡

易課税制度の適用を受けようとする場合には、その旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」

を当該翌課税期間の末日までに提出することで、当該翌課税期間の申告において簡易課税制度の適

用を受けることが可能です。例えば、令和６年分の申告において２割特例の適用を受けた個人事業

者の方が、令和７年分の申告において簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和７年 12

月末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要となります。 

 

 参考  

○ 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する

Ｑ＆Ａ（令和７年６月改訂） 

・ 問115（２割特例の適用ができない課税期間①）～問117（２割特例

を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/kei

genzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf 

 

○ 国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト  

２割特例特設ページ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/kei

genzeiritsu/invoice_2tokurei.htm 
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２．適格請求書発行事業者の登録が失効した方の消費税の申告義務及び簡易課税制度選択届出書の

提出時期の特例 

免税事業者の方が登録に関する経過措置の適用により適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、

原則として、登録開始日以後２年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、「適

格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、適格請求書発行事業者の登録

が失効したとしても、課税事業者として消費税の申告が必要となります。 

また、適格請求書発行事業者の登録が失効した後の課税期間における消費税の申告においては、

２割特例の適用を受けることはできません。 

なお、２割特例の適用を受けた方が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度

の適用を受けようとする場合の取扱いは、上記１と同様です。 

 

３．任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書について 

インボイス制度においては、任意組合等の組合員である適格請求書発行事業者は、当該任意組合

等の事業として国内において行った課税資産の譲渡等につき適格請求書若しくは適格簡易請求書を

交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供するためには、当該任意組合

等の業務を執行する業務執行組合員が、課税資産の譲渡等を行う前に当該業務執行組合員の納税地

を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」（以

下「任意組合等の届出書」といいます。）を提出する必要があります。そのため、当該任意組合等の

届出書の提出がない場合、任意組合等から課税仕入れを行った取引の相手方は、仕入税額控除の適

用を受けることができません。 

また、当該任意組合等の届出書に記載した事項に変更があった場合は、「任意組合等の組合員の全

てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」を速やかに提出する必要があります。 

こうした届出書の提出方法や適格請求書等の交付に関しては、Ｑ＆Ａにおいて種々の取扱いを示

しているところ、今般、任意組合等の届出書に関するリーフレットや動画を作成し、国税庁ＨＰ（イ

ンボイス制度特設サイト）において公表いたしましたので、ご確認ください。 

 

（任意組合等の例） 

ジョイントベンチャー（ＪＶ）、各種士業事務所、●●製作委員会、▲▲実行委員会など 

 

 参考  

【リーフレット】 

○ 消費税インボイス制度 任意組合等の届出書についてのお知らせ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/k

eigenzeiritsu/pdf/0025009-077.pdf 

 

 

【動画】 

○ ５分でわかる インボイス 任意組合等の対応 

https://www.youtube.com/watch?v=e8gA4g4D4jw 
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